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「緊急事態宣言」の延長に伴う店舗の休業延長に関するお知らせ 

  

新型コロナウイルス感染症に罹患された方々に心よりお見舞い申し上げますと共に、医療従事者・

行政当局をはじめとする感染拡大抑止にご尽力されている皆様に深く感謝申し上げます。 

当社グループは、5 月 4 日に発表された緊急事態宣言の延長を受け、2020 年 4 月 9 日にお知らせ

しました店舗の臨時休業期間を延長いたしましたのでお知らせします。 

 

 

記 

 

１．㈱ダイナックの店舗（直営店）について 

4月6日（月）より全店165店舗を臨時休業しておりますが、休業期間を原則5月31日（日）

迄延長いたします。 

 

２．㈱ダイナックパートナーズの店舗（受託運営店）について 

感染防止対策を徹底し、一部店舗では営業時間を短縮し営業しております。なお、ゴル

フクラブ等の施設の臨時休業等に伴って休業となる場合があり、5月6日現在、26店が休業

しています。 

 

３．今後の変更等について 

今後の状況や政府・自治体からの要請等を踏まえて、休業期間および休業店舗を変更する

可能性があります。また、休業店舗の営業再開時期は各店舗の状況により前後する場合が

あります。その場合には当社ホームページ等にて随時お知らせいたします。 

 

４．業績への影響 

当社グループの業績への影響につきましては、現時点で未定でありますが、開示すべき

事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

以上 


